
徳島県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 

R8.2 徳島県作成 

 徳島県では、B 型・C 型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変の入院治療又は

肝がんの外来治療にかかる医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の

治療研究を促進しています。 

 

◆ 対象者 

  徳島県内に住所を有し、次の全てに該当する方。 

 ① B 型又は C 型肝炎ウイルスの感染を原因とする肝がん・重度肝硬変と診断され、指

定医療機関で肝がん・重度肝硬変の入院又は通院治療を受けている方 

② 保険医療機関で受けた肝がん・重度肝硬変の入院又は通院による医療費が高額療養

費の基準額を超えた月が、過去 2 年間（医療費助成の申請月以前の 24 月以内）におい

て 1 月以上ある方 

③ 医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関

する法律の規定による被保険者 

④ 年齢区分に応じ、階層区分が次の表の区分に該当する方（年収 370 万円以下の方） 

年齢区分 階層区分 

70 歳未満 医療保険者が行う限度額適用認定又は限度額適用・標準負担額

減額認定の所得額の適用区分がエ又はオに該当する者 

70歳以上 75歳未満 医療保険における一部負担金の割合が２割とされている者 

75 歳以上（注） 後期高齢者医療制度において一部負担金の割合が１割又は２割

とされている者 

（注）年齢区分「75 歳以上」には、65 歳以上 75 歳未満であって後期高齢者医療制度に加入してい

る者のうち、一部負担金の割合が１割又は２割とされている者を含む。 

⑤ 肝がん・重度肝硬変の治療研究に協力することに同意した方 

 

◆ 対象となる医療費 

以下の①又は②の医療費が、助成対象となる月を含み過去 24 月で 1 月以上高額療養費

算定基準額を超えた場合（※1）に、高額療養費算定基準額を超えた 2 月目以降（※2）

の医療費。ただし、他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担により給付が行

われる額は、支給しない。 

① B 型・C 型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の入院治療 

② B 型・C 型肝炎ウイルスに起因する肝がんの通院治療（※3） 

※1 高療該当入院関係医療、高療該当外来関係医療又は高療該当合算関係医療のいずれかの医療

を受けた月が 1 月以上の場合をいいます。 

※2 助成月である 2 月目以降は、指定医療機関において医療を受ける必要があります。 

※3 通院治療は、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」もしくは「粒子線治

療」に係るものに限ります。 

 

◆ 自己負担上限額 

月額 １万円 

→自己負担額を超え、高額療養費自己負担額までを公費負担します。 
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◆ 参加者証の申請手続（新規） 

  お住まいを管轄する保健所に郵送又は持参してください。 

 ①～③の様式は、県ホームページからダウンロード可能。申請窓口にもあります。 

① 交付申請書（様式第 1 号） 

② 臨床調査個人票及び同意書（様式第 2 号） 

  →同意書は、原則として申請者（患者）本人が記入してください。 

③ 医療記録票（様式第 9-1 号又は様式第 9-2 号）のコピー 

④ 申請者の住民票の写し（原本）：取得から概ね３か月以内のもの 

⑤ 申請者の健康保険の資格がわかるもの 

▶マイナ保険証（健康保険被保険者証を連携済みの場合） 

「資格情報」画面（マイナポータルからダウンロード等）のコピー 

▶「資格情報のお知らせ」のコピー 

▶「資格確認書」のコピー 

⑥ 申請者の限度額適用認定証等の適用区分のわかるいずれかの書類 

▶「限度額適用認定証関連の情報」画面（マイナポータルをスクリーンショット等）

のコピー 

▶限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証のコピー 

▶適用区分の記載のある資格確認書のコピー 

⑦ 肝炎治療自己負担上限額月額管理票のコピー ※利用がある場合のみ 

【被用者保険で適用区分が低所得区分（オ・Ⅰ・Ⅱ）の場合】 

  ⑤ 被保険者の健康保険の資格がわかるもの →区分Ⅰの場合は、被扶養者分も必要 

⑧ 被保険者の市町村民税非課税証明書   →区分Ⅰの場合は、被扶養者分も必要 

※保険が全国健康保険協会の方は、保険者への照会に必要となるため、マイナンバー

の記載が必須です。 

【添付書類の一部省略について】 

  ④、⑤、⑧について、マイナンバーの利用により、省略できます。（詳細は、別紙） 

 

◆ 申請先/問合せ先 

徳島保健所 〒770-0855 徳島市新蔵町 3 丁目 80 ☎088-602-8906 

吉野川保健所 〒776-0010 吉野川市鴨島町字鴨島 106-2 ☎0883-36-9019 

阿南保健所 〒774-0011 阿南市領家町野神 319 ☎0884-28-9874 

美波保健所 〒779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天 17-1 ☎0884-74-7343 

美馬保健所 〒777-0005 美馬市穴吹町穴吹字明連 23 ☎0883-52-1016 

三好保健所 〒778-0002 三好市池田町マチ 2542-4 ☎0883-72-1123 

 

◆ 県ホームページ 

県感染症対策課 健康支援担当 ☎088-621-2228 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/7239628/ 


